
伊交企第６７７号  

        

指定公金事務取扱者の指定について 
 
地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２において準用する，地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に基づき，指定公金事務取

扱者を指定したので，同条第２項の規定により次のとおり告示する。  
 

令和８年４月１日  
                   

            伊丹市自動車運送事業管理者 森 脇  義 和  

 

記  

 
 
１ 指定公金事務取扱者 

⑴名称 株式会社スルッと KANSAI 
⑵事務所の所在地 大阪府大阪市浪速区湊町２丁目１番５７号 難波サンケイビル 11 階 

   
 
２ 委託した公金事務に係る歳入 
  バス運賃清算事務後のバス運賃について 
 
３ 指定をした日 
  令和８年４月１日 
 
４ 委託をした日 

令和８年４月１日 
 

 
 
以上  


